
 

 

兵庫県中小企業ＥＣサイト活用販売支援事業 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象者 

補助対象事業 

・経費 

補助金額 

助成対象期間 

申請期間 

実績報告期間 

次の①、②、➂を満たす事業者 

①県内に事業所を有する中小企業者 

②申請前直近月間売上が、令和元年または令和２年 

の同じ月と比べて２０％以上減少 していること 

➂ 新たにＥＣサイトを活用した販売事業に取り組むこと 

新たにＥＣサイトを活用して、販売事業に参入することで

売り上げ増加に取り組む場合に、その必要な経費を支援 

ＥＣサイト出店時初期費用 

新商品出品に要する経費 

商品発送に要する梱包資材費 

補助対象経費の１／２以内（上限１６万円） 

申請は、令和３年１１月３０日（火） 

報告は、令和４年１月３１日（月）までとします 

兵庫県産業労働部産業振興局経営商業課 

 電話 ０７８－３４１－７７１１（内）３６５２ 

 

申請に必要な様式、手続き方法等は、今後、準備でき 

しだい、兵庫県のホームページでお知らせします。 

 

〇サーバー利用料・ドメイン取得料 
〇モール型ＥＣ出展料     等 

〇ストア構築ツール（Webサイト作成 
ソフト）購入費・利用料 

〇写真撮影経費（外注費）   等 

〇梱包資材（エアー緩衝材、段ボール、
販売商品、パンフレット等） 等 

お問い合わせ 

様式等 


